
一般乗用旅客自動車運送事業の 事業計画変更認可申請書

（法人タクシー） 事業計画変更届出書

施行規則第６６条第１項の届出書

殿 申請年月日

殿 事業者番号

⑫事業休止再開

令和　　年　　月　　日

令和　　年　　月　　日

・変更事由（事業廃止、事業休止の際のみ記入）

⑦

⑥
東京都品川区東大井１－１２－１７ 東京都千代田区霞が関２－１－３
５０㎡
別紙の通り

東京都品川区東大井１－１２－１７

⑤
東京都品川区東大井１－１２－１７ 東京都千代田区霞が関２－１－３
１５㎡ １０㎡

３５㎡

②
株式会社 国土交通タクシー 株式会社 国土交通タクシー
東京都品川区東大井１－１２－１７ 東京都千代田区霞が関２－１－３

④
本店 本店

⑮運輸開始 ⑯譲渡譲受終了 ⑰合併終了

東京都千代田区霞が関２－１－３

⑱分割終了

変更項目 新 旧

①

ための施設 ⑥自動車車庫 ⑦営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びに種別ごとの数

①主たる事務所 ②氏名・名称又は住所

東京都品川区東大井１－１２－１７ 東京都江東区青海２－７－１１

⑪事業休止 ⑬役員 ⑭定款

代 表者 氏名

連 絡担 当者 のりたろう

株式会社 国土交通タクシー
東京都品川区東大井１－１２－１７

⑧国土交通大臣が定める区分ごとの数（指定地域に限る） ⑨営業所の名称 ⑩事業廃止

④営業所の位置 ⑤休憩、仮眠又は睡眠の

□

□

□

 関東運輸局長

変 更 又 は 届 出 内 容 （ 項 目 ）

カブシキガイシャ コクドコウツウタクシー   

国土 太郎
０３－３４５８－９２３１

令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
運輸支局長

電話番号

フ リ ガ ナ

・増車（減車） 実施予定日

・事由発生年月日

③営業区域

申 請 者 名

申 請者 住所

✔

✔

変更後の内容を記載 変更前の内容を記載

・営業区域内での営業所移転
届出 ・休憩室の変更

・本店所在地・名称変更 等

名称や本店所在地が
変更となった際は、
変更後のものを記載

申請書を提出する日

認可 ・車庫の変更等



１．営業所ごとに配置する事業用自動車の数

新旧

種別

タクシー・

ハイヤー

等の別

※１ 種別は、一般車両（一般の需要に応じることができる事業用自動車）及び福祉車両（一般車両以外の事業用自動車）の別とする。

※２ 一般車両のうち貨客車については、車両数を括弧書きとし内数とする。

※３ 福祉車両のうち軽自動車については、車両数を括弧書きとし内数とする。

※４ ハイヤーのうち「都市型」とは、道路運送法施行規則第４条第８項第３号に基づき国土交通大臣が定める告示（平成２６年国土

     交通省告示第５９号）第１号に規定する事業用自動車とし、「その他」とは第２号に規定する事業用自動車とする。

２．車庫の必要面積【概算】（増車の際のみ記入）

㎡ ㎡

㎡ ㎡

所属営業所 自動車車庫の位置 収容能力 車両数 必要面積計

本店 東京都品川区東大井１－１２－１７ ５０㎡ 3 ３７．５㎡

（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）

（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）

（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）

2

（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）（　）
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車両を１両増やす場合

変更後の車庫の位置及び
収容能力を全て記入

変更後の車両数

「1両あたり12.5㎡×車両数」
※1両あたりの㎡数はあくまでも目安です。
使用する事業用自動車の寸法に応じて
計算してください。



　このほか、必要に応じ、その他の添付書類を提出してもらうことがあります。

⑮⑯⑰⑱ 事業用自動車の写真

⑫⑮⑯⑰⑱ 登記簿謄本

※⑫⑮⑯については、法人の設立が伴う場合のみ添付が必要

⑩⑪⑫⑮⑯⑰⑱ 事業用自動車の一覧表又は車検証の写し

⑬ 新任役員がいる場合、道路運送法第７条の欠格事由に該当しない旨の宣誓書≪様式５≫

⑮⑯⑰⑱ 任意保険証書の写し

③⑥ 審査基準に該当しない旨の宣誓書≪様式３≫

⑥ 車庫前面道路の道路幅員証明（前面道路が国道の場合は不要）

⑦⑧ 平成１７年国土交通省告示第５０３号（平成２５年国土交通省告示第１０７１

号改正）で定める基準に適合する任意保険又は共済に加入することを証する書

面（契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書≪様式４≫等）

※当該届出が増車の届出の場合のみ添付

④⑤⑥ 案内図（各施設間の距離がわかるもの）

見取図、平面（求積）図

施設の使用権原を証する書面

（自己所有の場合は不動産登記簿謄本等、借入の場合は賃貸借契約書等の写し）

都市計画法、建築基準法、農地法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書≪様式２≫

※ 添 付 書 類 一 覧

変更番号 添　付　書　類

③④ 事業用自動車の運行管理体制を記載した書面≪様式１≫

管理運営体制組織図及び運行管理者並びに整備管理者の資格要件「管理者手

帳・資格者証・在職証明書・就任承諾書等」

※営業所の廃止、位置変更の場合は添付不要



≪様式１≫

事業用自動車の運行管理等の体制

１．事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画 確保人員 ３名
確保予定人員 名

２．適切な運行管理者及び整備管理者の選任計画並びに指揮命令系統
□確保済み
□選任予定 運転者

名 ３名

３．労働省の２．９告示及び３・１通達に適合する勤務割及び乗務割の計画

４．点呼等が確実に実施できる体制

５．事故防止及び指導教育並びに事故処理の体制

（１）事故防止に関する指導教育方法及び計画
研修・講習会等の開催予定 年間 回

（２）指導教育
指導主任者 氏名 指導補助者 氏名

（３）事故処理連絡体制

６．苦情処理体制

苦情処理責任者 氏名 苦情処理担当者 氏名

運 転 者 運行管理者 社  長

警 察 署 運 輸 支 局

営業所と車庫間の連絡方法

営業所 国土次郎 車庫 国土次郎

１　日 9時間 連 続 運 転 2時間

点呼場所 点呼実施者 運行前点検の実施場所 運行前点検実施者

拘　束　時　間 運　転　時　間 休　息　時　間
１ヶ月 189時間 週 所 定 平 均 40時間 勤務と勤務の間 15時間

合　　　　　計 ３　両 ３　人

乗　務　日　数
１ヶ月 21　日

２　車　３　人　制 両 人
そ　　の　　他 両 人

１　車　１　人　制 ３　両 ３　人
１　車　２　人　制 両 人

社　長
氏名

担当役員等
氏名

整備管理者
氏名

勤　務　体　系 車　　両　　数 必　要　人　員

国土太郎 国土次郎

国土次郎国土太郎

１２

運行管理者
氏名

補助者

携帯電話

国土 太郎 国土 太郎

国土 次郎

国土 次郎



≪様式２≫

関東運輸局長 殿

　　運輸支局長 殿

令和 ○年 ○月 ○日

東京都品川区東大井１－１２－１７
株式会社 国土交通タクシー
国土 太郎

　今般申請した営業所、自動車車庫及び休憩・仮眠又は睡眠のための施設については、建築基

準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないことを宣誓します。

住 所

氏名又は名称

代 表 者 氏 名

宣　　　誓　　　書



≪様式３≫

関東運輸局長 殿

　　運輸支局長 殿

上記に相違ないことを宣誓します。

令和 ○年 ○月 ○日

東京都品川区東大井１－１２－１７
株式会社 国土交通タクシー
国土 太郎

東京都品川区東大井１－１２－１７

国土 太郎氏 名

住 所

氏 名

　平成１４年１月２５日付け関東運輸局長公示「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個

人タクシー事業を除く。）に係る認可申請等の審査基準について」の１．（２）の規定に抵触

しておりません。

　また、同審査基準の１．（２）に定める期間において、私が業務を執行する常勤の役員（実

質的な権限を持つものを含む）として在任していた、又は在任している自動車運送事業等を経

営する法人「株式会社　国土交通タクシー」が、道路運送法、貨物自動車運送事業法、タク

シー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の

適正化及び活性化に関する特別措置法等及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の

違反により輸送施設の使用停止命令以上の処分、使用制限（禁止）の処分、営業の停止命令、

認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けたことはありません。

住 所

宣　　　誓　　　書

氏名又は名称

代 表 者 氏 名

住 所

1段目 ：法人の名称・住所・代表者名
2段目 ：代表者個人の氏名・住所
3段目以降：代表者以外の役員の氏名・住所

法人の場合、法人名を記載
個人の場合は記載不要



≪様式４≫

関東運輸局長 殿

　　運輸支局長 殿

令和 ○年 ○月 ○日

東京都品川区東大井１－１２－１７
株式会社 国土交通タクシー
国土 太郎

宣　　　誓　　　書

　道路運送法に基づく本申請にかかる自動車については、旅客自動車運送事業者が事業用自動

車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じてお

くべき措置の基準を定める告示（国土交通省告示第５０３号（平成２５年国土交通省告示第１

０７１号改正））で定める基準に適合する任意保険又は共済に加入することを宣誓します。

住 所

氏名又は名称

代 表 者 氏 名



≪様式５≫

関東運輸局長 殿

　　運輸支局長 殿

道路運送法第７条（欠格事由）各号に該当していないことを宣誓します。

令和 ○年 ○月 ○日

　

東京都品川区東大井１－１２－１７

国土 太郎

住 所

氏 名

宣　　　誓　　　書

新任の役員の方のみ記載


